
第６回川越市介護保険事業計画等審議会 次第 

 

日 時：令和８年２月１０日（火） 

午後２時〜 

場 所：川越市医師会館４階講堂 
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３ 報  告 
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４ 議  事 

（１） すこやかプラン・川越 第１０期計画策定に向けて 

① 国の動向について 

・介護保険制度の見直し ··························· 資料３ 

・計画策定関連 ··································· 資料４ 

② 川越市における介護保険の現状について ············· 資料５ 

③ 今後のスケジュールについて ······················· 資料６ 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 
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会  議  要  旨 
 

会 議 の 名 称 第５回川越市介護保険事業計画等審議会 

開 催 日 時 令和７年８月１９日（火） 

１４時００分 開会 ・ １５時２０分 閉会 

開 催 場 所 川越市医師会館 ４階講堂Ａ～Ｃ 

議 長 齊藤正身会長 

出 席 委 員 

（１９名） 

小林範子委員、小島委員、粂委員、池浜委員、田畑委員、 

髙橋委員、柴﨑委員、川越委員、平島委員、山嵜委員、 

柴委員、益子委員、阿久澤委員、長峰委員、宮根委員、 

村田委員、鈴木委員、中原委員、横堀委員 

欠 席 委 員 

（２名） 
西村委員、小林松十郎委員 

事 務 局 職 員 

高齢者いきがい課 三佐崎参事、宮澤副課長 

介護保険課 中村課長、新井副課長、 

 長澤主幹、君島副主幹、 

健康づくり支援課 千葉課長、松百副主幹 

地域包括ケア推進課 冨田参事、神立副課長、内藤主幹、 

 丸山主査、望月主任 

配 布 資 料 

○第５回川越市介護保険事業計画等審議会 次第 

○【資料１】第４回川越市介護保険事業計画等審議会（会議要旨） 

○【資料２】第 10 期計画策定に向けた各調査について 

○【資料３】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査(案) 

○【資料４】保健・福祉等実態調査（案） 

○【参考資料】第 10 期計画策定に向けた審議会スケジュール（案） 

 

当日配布資料 

○名簿 

○令和４年度の前回の調査票から抜粋した表紙、裏表紙、オンライ

ン回答の案内 

○【チラシ】医療介護フォーラム 

○【冊子】よくわかる在宅医療＆介護 

 

 

  

Administrator
スタンプ



2 

 議 事 の 経 過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

齊藤会長よりあいさつ 

 

 

３ 報  告 

（１）第４回川越市介護保険事業計画等審議会について 

【資料１】、【資料２】を基に事務局より報告 

 

事務局からの報告に対して意見はあるか。 

（意見等なし） 

 

 

４ 議  事 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について 

【資料３】を基に事務局より説明 

 

事務局からの説明に対して意見はあるか。 

 

市としての考え方の方向性について、対象者数の中に、回収率 62％という

記載があるが、調査目的を達成するためには、より高い回収率としていか

なければならないと思う。 

回収率を上げる工夫や対策を推進していかなければならないと考えてい

る。具体例としては、お年寄りの場合は活字が小さいと読みにくく面倒だ

と思われるため、活字を大きくしたり、現状把握のためのチラシや資料を

同封したり、郵送で回答する場合は返信用の切手を予め貼るなど、そうい

った類のものがあると思う。現状としてはどのような対策、工夫をしてい

るのか伺いたい。 

 

調査票については、委託業者とこれから詰めていくが、活字等のポイント

は大きくするなど、工夫していきたいと考えている。 

また、郵送での回答については、返信用封筒を同封し、料金は市で負担す

る。 

周知方法については、９月１日に、民生委員児童委員協議会連合会の理事

会があり、そこで事前にこのような調査を実施する旨、説明する予定であ

る。 

 



3 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３の１ページ【重点目標１～３に対するアウトカム指標例】の【重点

目標３】に、「認知症の人が自分らしく暮らせると考えている認知症の人

及び国民の割合」とあり、「認知症の人」っていう言葉が２つ重なってい

る。その下の文章も同様のため、この「認知症の人が」や「認知症の人の」

の文言は不要ではないか。 

２つ目に、問 4-9 の回答方法が主なものを一つ選択する方法であるが、選

択肢として色々な場所があり、人によっていくつか安心できる場所がある

のではないか。 

問 4-1「日常生活で困っていることはありますか（いくつでも）」では、複

数回答としているが、問 4-9 を単数回答にしたのは、何か意図があるのか。 

最後に、本日の配布の参考資料によると、回答方法として「郵送回答」と

「オンライン回答」の２つがあり、両方に回答してしまう方がいる可能性

があるため、その辺のチェックはできるのか。この３点について伺いたい。 

 

まず１つ目、認知症のアウトカム指標例であるが、国が示している文をそ

のまま記載している。 

２つ目、問 4-9 が単数回答となっている記載理由であるが、前回調査（Ｒ

４）を踏襲しているためである。委員の皆様の意見の中で、複数回答の方

が良いとなれば、変更したいと思うため、議論いただきたい。 

最後に、「郵送回答」と「オンライン回答」については、前回調査（Ｒ４）

でも重複して回答する方はいたが、どちらの回答を優先するのか委託業者

から事務局に連絡が来ることになっていた。今回も同様の対応を考えてお

り、１人が２つの回答をすることはできない。 

 

２つ目の問 4-9 の回答数は、落ち着く場所は一つとは限らないため、複数

回答として良いと思うが、いかがか。 

（意見等なし） 

 

では、そのように修正する。 

その他はいかがか。 

 

資料３、１ページ、アウトカム指標に「主観的幸福感の向上」を挙げてい

る点について、主観的幸福感の高い人の特徴や幸福感の向上に何が関係し

ているのか、把握は難しいが、把握のために、国の項目に比べ、市の項目

が非常に細かく書かれているのは、大変良いと思う。 

人間がどうやって生きていったら長く生きていけるとか、人間の存在みた

いな難しい話だと思うが、何かに対して強い関心を持ち続けるということ

が、幸福をその人にもたらすことになるのかと思う。この場合は、必ずし

も地域や人などに繋がるばかりではなく、例えば動物やペットを飼う、自

然に触れるなど色々なことがあると思う。そういったことを考えると、集
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委員 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

団で賑やかに過ごすことが幸せな人がいれば、個人で過ごすことが幸せな

人もいると思う。このような具体的な内容が何か指標に入ると良いのでは

ないかと思う。 

主観的幸福感の指標の設定は難しいと思っており、そのことについて、ど

のように考えているのか伺いたい。 

 

今回用いているものが、世界保健機関ＷＨＯの「精神的ウェルビーイング」

と高齢者の社会的孤立をスクリーニングする尺度として、国際的に広く使

用されている「ルベンソーシャルネットワークスケール」というもので、

主観的幸福感を測定できるものと分かり、今回の設問に追加している。 

問 4-8 の「生きがいはありますか」については、「生きがいあり」を選択

した場合は、具体的な内容について記載できる欄を設けている。 

 

先ほど９月１日の理事会の場で説明していただけるということであるが、

今後、各地区民協でも詳細は説明していただけるのか伺いたい。 

 

必要に応じて説明させていただければと思う。 

 

各地区の理事 22 名全てが、理事会に出席するが、その辺りの日程調整をす

る必要があり、その辺に関してはいかがか。前回（３年前）も同様の説明

会はあったのか。 

 

前回はこの理事会で説明させていただき、協力をいただいている。 

 

先ほどの事務局の説明は、市民から担当者（民生委員）に問い合わせがあ

った際は、それに対して答えるという形であったが、説明は理事だけでは

なく、担当者にしていただかないと分からない。そのため、地区民協での

説明も検討願いたい。 

 

調査は高齢者の方を対象としているため、民生委員の方に「これは本当に

市役所からなのか。」などの相談が来ると思われる。 

民生委員の方に、調査内容を説明していただきたいというわけではなく、

「このような調査を今、川越市が行っている。分からなければ、地域包括

ケア推進課に問い合わせしてください。」との案内をしていただきたい。 

問い合わせいただければ調査の概要等については、市から説明させていた

だく。 

 

４ページ、国の必須項目である問 3-2 では「半年前に比べて～」とあり、

国のオプション項目である問 3-3、問 3-4 では「半年前」や「半年前に比べ

て」という言葉が入ってない。また、問 3-6 では「６か月間」と半年間の
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基準を示しているため、問 3-3、問 3-4 に「半年前に比べて」のようにした

方が答えやすいと思う。 

次に、問 3-5 で歯のことの設問があり、オーラルケアはこれから大事なこ

とと思っており、「定期的に歯科受診をしているか」のような設問を新た

に追加しても良いと思うが、どのように考えているのか。 

次に、３ページの問 2-9、問 2-10 で、買い物と通院のための移動の設問で、

「どのくらい困っているのか」を尋ねており、他の設問を見ると５ページ

では具体的に「１人で外出している（問 4-3）」や「自分で買い物している

（問 4-4）」など、動きに対してのことが他の問にもある。今回の問 2-9、

問 2-10 の「移動に困っていますか」と尋ねているということは、体を動か

す、動き自体に着目した設問であるという解釈で良いか。 

また、からだを動かすことについて、問 4 の日常生活で困っていることと

重複すると思われ、質問項目をなるべく減らすという方向で考えていると

説明していたが、どのように考えているのか伺いたい。 

 

国の必須項目や国のオプション項目であると、設問内容の変更はできない

と思う。 

 

３ページの「からだを動かすこと」の問 2-9 と問 2-10 について、具体的に

買い物と通院の移動の設問とした理由は、前回３年前の調査では「移動す

ることで何が困っているか」という設問に対して、回答数が多かったもの

が、通院と買い物であったため、今回は、あえてこの２つに絞り、どのよ

うな状況なのか、深堀しようと考え、設問を設定した。 

歯の定期的な受診については、健康かわごえ推進プランの第３次計画が、

今年度からスタートしており、その中に第３次川越市歯科口腔保健計画が

ある。歯のことに対して、「年に１度は歯科検診を受けます」との目標を

設定しており、重複してしまうため、今回は採用しなかった。 

 

資料３の調査（設問設定）のねらいの①に、８期～９期計画と始まり、２

行目の「主観的幸福感の向上を定めているが」とあり「が」は逆説を述べ

るときに使う助詞であり、この「定めているが」ではなくは「定めている」

としたほうが良いと思うため、検討していただきたい。 

次に、１２ページの「在宅医療について」の問 11－2 に「病院に行くこと

が難しくなったら～」とあるが、オンライン診療など、川越市で注力して

成果が上がっているのかどうか、それともシステムはまだまだこれからな

のか、今後どういうことに留意していくのかなど、検討してくことも必要

と考えており、その点は、どのような考えなのか。 

もし、調査項目としてそういうものが追加できるのであれば、今後のこと

を考え、ＤＸ化やオンライン診療、ＩｏＴ関係などについて、調査項目を

追加し、指標を考えられると思うが意見を伺いたい。 
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資料３、調査のねらいにある①の表現については、検討する。 

次に、１２ページの在宅医療のＤＸ化などの質問については、どのような

方法で今後の政策を進めていくのかという趣旨であると解釈している。 

今回、事務局で追加した設問については、「在宅医療」サービスを今後、利

用する意向があるのかを把握するための設問であり、そこまで発展した議

論は、市の中で行っていくものであると考えている。 

委員として、どのような設問項目であれば、そのようなことが市民に聞け

ると考えているのか教えていただきたい。 

 

オンライン診療は、制度としてもこれからどのようになっていくのか、非

常にセンシティブなところがあるため、この調査で聞くのはいかがかなと

思う。特に在宅医療を推し進めていこうという内容の部分なため、ＤＸ化

等は別かと思う。 

 

在宅医療・介護の話でいうと、見守りに関しては、個人で使える簡易的な

見守りロボットや、カメラとスマートフォンが連動する製品などがあり、

設置すれば遠隔で見守ることができる。費用が掛かるのであれば、その負

担を支援していく方法もあると思う。 

また、認知症状で徘徊した場合は、ＧＰＳの導入もあるが、人権侵害など

の懸念が出る点については、導入前に十分な説明と配慮が必要である。 

人手が関わる部分は、ＩＴ機器、認知部分も性能が向上してきているため、

それを採用していけばもう少しコストも下がると思う。 

自分自身が考えたときに、このようなものがあれば良いと思っている。 

 

委員が言われた始めの部分は介護分野であり、在宅医療の項目ではないこ

とと、在宅医療に関してのオンライン診療をどれだけの医療機関が実施で

きるのか、実情の問題もあるため、今回の調査項目には難しいと思う。 

委員長としてその辺は整理させていただく。 

意見としては参考になる。 

 

先ほど委員から回収率を上げるため、設問数の精査や文字の大きさの話も

あったが、参考資料にある令和４年度の調査票の表紙を見る限り、文字数

が多く、かなり読み込まないと、回答できないと感じた。 

例えば、回答の方法という見出しのすぐ下に、「回答方法は「郵送回答」と

「オンライン回答」の２種類があります。どちらかの回答方法をお選びく

ださい。どちらの方法でも回答内容や集計結果に影響はありません。」と

あるが、先ほどの話からすれば、これはいらない。その下に記載のある、

回答にあたっては封筒の宛名の本人について、本人なのかご家族なのか、

こういった箇所も言葉が重複している。 
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会長 

問題ないのであれば、このような箇所をどんどん絞って、極力分かりやす

い言葉で文字を減らし、見やすい書式にすることで、最初のファーストス

テップで調査に取りかかろうという気持ちになるのではないかと思うた

め、検討いただきたい。 

 

内容は精査して、分かりやすい表現にする。 

 

他にも気になるところがあれば、事務局に後ほど伝えていただき、その後、

会長と副会長で整理させていただくということでよろしいか。 

（意見等なし） 

 

 

（２）保健・福祉等実態調査について 

【資料４】を基に事務局より説明 

 

事務局からの説明に対して意見はあるか。 

 

本調査は、川越市の独自の調査であり、市民の負担軽減の観点や４０歳か

ら６４歳までの年齢層は減少傾向にある実態も踏まえ、対象者数は１圏域

あたり１００件とし、合計１，４００件としても、十分現状把握はできる

のではないか。そのため、対象者数を減らしても良いのではない。 

 

対象者数を減らした方が良いという根拠を再度説明してほしい。 

 

川越市の独自の調査ということであり、この場合、人数を減らしたとして

も現状把握、いわゆる基礎資料を得る上では、さほど変わらなのではない

かと考えた。 

 

１５０件×１４圏域で、１圏域毎に分析するという目的が１つあり、この

中から性別や年齢別に分析していくと、どんどん母数が小さくなる。 

また、回答率が高齢者の調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）より

少し高いのか、予測できないところがあるため、１圏域１５０件で実施で

きれば良いと思う。 

 

この調査については、経年で毎回このサンプル数で実施している調査のた

め、今回は、このサンプル数で実施したいと考えている。 

次回、３年後の調査については、市独自の調査であるため、委員の皆様の

意見を参考にして、実施するかどうかも含めて、検討したい。 

 

４０歳から６４歳の方々が今どのように思われているのかを把握すること
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は、今後先々を考えると非常に大事なことである。 

介護サービスを利用している方と、それとは全く今は関わってない方に認

識を持っていただくためにも、この調査は大事である。 

継続して実施している調査であるため、今回も同じように実施し、その結

果をまたどう分析するかが大事であると思う。 

 

地域福祉計画や障害者支援計画は令和９年度の計画策定に向けて、本計画

と同時期に調査等が実施されると思われるが、これらの内容には当然重な

る部分があると思う。他の計画との関係性はどのようになっているのか伺

いたい。 

 

調査項目については、地域福祉計画の主管課である福祉推進課の担当者と

すり合わせをしている。 

障害者支援計画については、対象者が重複しないと考えているため、すり

合わせはしていない。 

 

他にも気になるところがあれば、事務局に後ほど伝えていただき、その後、

会長と副会長で整理させていただくということでよろしいか。 

（意見等なし） 

 

 

５ その他 

（１）今後のスケジュールについて 

【参考資料】を基に事務局より説明 

 

「よくわかる在宅医療＆介護」 

「医療介護フォーラム」についての案内。 

 

【チラシ】医療介護フォーラム 

【冊子】よくわかる在宅医療＆介護 

 

６ 閉会 

次回、第６回審議会は令和８年２月１０日開催予定。 

 

 



■第１０期計画策定に向けた各調査の回収率等について

（１）高齢者保健福祉の意識調査及び実態調査等 　　　　前回（Ｒ４）調査

介護予防・日常生活圏
域ニーズ調査

保健・福祉等実態調査 在宅介護実態調査
介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査
保健・福祉等実態調査 在宅介護実態調査

調査対象者数 9,030名 2,100名 603名 調査対象者数 8,624名 2,100名 602名

オンライン回収数 764名 493名 － オンライン回収数 418名 318名 －

郵送回収数 5,264名 457名 － 郵送回収数 4,970名 547名 －

有効回収数（合計） 6,028名 950名 － 有効回収数（合計） 5,373名 862名 －

有効回収率 66.8% 45.2% － 有効回収率 62.3% 41.0% －

※R7実施分については、郵送とＷＥＢの重複未確認（1/8時点）

（２）高齢者保健福祉の事業者調査

在宅生活改善調査
居宅介護支援事業所

実態調査
介護サービス事業所

実態調査
在宅生活改善調査

居宅介護支援事業所
実態調査

介護サービス事業所
実態調査

調査対象者数 102事業所 93事業所 339施設 調査対象者数 82事業所 82事業所 301施設

有効回答数 65事業所 74事業所 233施設 有効回答数 55事業所 63事業所 195施設

有効回収率 63.7% 79.6% 68.7% 有効回収率 67.1% 76.8% 64.8%

第6回川越市介護保険事業計画等審議会

資料２
令 和 8 年 （ 2026 年 ） 2 月 10 日

参考



地域包括ケアシステムの構築・深化に向けた

制度見直しの主なポイント

（内容）

１．地域包括ケアシステムとは

２．介護予防・生活支援の総合的推進

３．認知症施策の推進

４．介護人材の確保

５．独居高齢者への支援の強化

① 国の動向（介護保険制度の見直し） 資料３
令 和 8 年 （ 2026 年 ） 2 月 10 日

第6回川越市介護保険事業計画等審議会

川越委員作成資料



１. 地域包括ケアシステムとは

2



地域包括ケアシステムとは「住み慣れた地域での暮らしの継続」を目指したもので、

「医療」「介護」「生活支援」「介護予防」「住まい」の5要素で構成される

3
出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（案）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、資料1より引用



２. 介護予防・生活支援の総合的推進

4



5

「生活支援・介護予防サービスの充実」と「高齢者の社会参加の促進」による

介護予防の機能強化（2015年4月～、介護予防・日常生活総合事業の創設）

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1より引用



①社会参加による介護予防の推進

6



介護予防を推進するための「住民主体の通いの場」の整備の推進

7

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1より引用



8

高齢者の活動促進に向けた事業の見直し

出所）厚生労働省老健局：介護保険最新情報 Vol.1299（令和6年8月5日）より引用
https://www.mhlw.go.jp/content/001284411.pdf



出所）厚生労働省：一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会取りまとめ（案）（参考資料）、第9回一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会
（令和元年12月9日）参考資料1より引用

就労的活動への支援の例（秋田県藤里町）

9



②生活支援体制の整備の推進

10



生活支援体制整備事業について

11

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変



生活支援共創プラットフォームの構築

12

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2023年12月15日開催）、参考資料1を一部改変

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変



参考）多主体の取り組みや地域課題共有のための「めぐり逢エールかわごえ」の開催
（事務局：川越市社会福祉協議会）

13



３. 認知症施策の推進

14



認知症及び軽度認知障害（MCI）の高齢者数と将来推計

15

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変
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認知症基本法のポイント（令和6年1月1日施行）

⚫ 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する。

【１.目的】

① 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。

② 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深め

ることができる。

③ 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の

対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する

事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を

十分に発揮することができる。

④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。

⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことが

できる。

⑥ 共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並び

にリハビリテー ション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知

症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究

等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。

⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

【２.基本理念】

⚫ 政府は認知症施策推進基本計画を策定

⚫ 都道府県・市町村は、それぞれ都道府県計画・市町村計画を策定(認知症の人及び家族等の意見を聴く、努力義務)

⚫ 市町村計画の策定に当たっては、当該計画に定め る内容が、介護保険事業計画等の既存の行政計画に定める内容と重

複する場合、これらを一体のものとして策定することは差し支えないものとするなど、必要に応じて柔軟に運用できることとする。

【3.基本計画等】
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【1.背景・経緯】
⚫ 急速な高齢化の進展に伴い、我が国の認知症の人の数は増加。2022年現在、高齢者の約3.6
人に１人が認知症又はその予備群といえる状況にある。

⚫ こうしたなか、令和6年１月から施行された認知症基本法第１条において、「認知症の人を含め
た国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合い
ながら共生する活力ある社会（＝共生社会）の実現を推進する」ことが明記された。

【2.新しい認知症観とは】
⚫ 「認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議」において、認知症と共に希望を持って生きるという
「新しい認知症観」の理解促進の重要性等が示された。

※新しい認知症観
認知症になったら何もできなくなるのではなく、「認知症になってからも、一人一人が個人
としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望
を持って自分らしく暮らし続けることができる」という考え方。

認知症施策推進基本計画のポイント

【3.市町村等の関与／計画に求められること】
⚫ 基本法において、市町村認知症施策推進計画の策定が努力義務とされたことを踏まえ、国と地
方が連携を図り、政府の基本計画と都道府県計画・市町村計画とがあいまって、地域の実情や
特性に応じた認知症施策を、認知症の人や関係者と共に創意工夫しながら展開する。また、認
知症施策は様々な分野にまたがるため、地方公共団体の関係部局間でも分野横断的に取り組
むことが重要である。

⚫ 地域における認知症施策の実施に当たり、認知症の人ができる限りこれまでの地域生活を継
続できるよう、企業等も含め、認知症の人の生活に関わる多様な主体が連携・協働して取り組
んでいく。



参考）市町村における計画策定例（鳥取市）

18

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変



家族介護者への支援の強化ーマニュアルの作成・周知ー

19

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変



４. 介護人材の確保

20



第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について

21

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変



介護職員数の推移

22出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変



介護人材確保に向けた総合的対策の実施（主な取組）

23

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変



介護助手の活用状況とその効果

24出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変

⚫ 現在、介護助手等を導入している介護施設・事業所は全体の約51％で、介護助手等特性をみると、「女性」約8割、

「60歳以上」が約6割、「介護系の資格なし」が全体の約6割を占めていた。

⚫ 介護助手の導入により、職員が利用者の直接ケアにより注力できるようになった結果、介護職員に余裕ができるととも

に、利用者の発語量や笑顔になる頻度が増加傾向にあったと報告されている。



５. 独居高齢者への支援の強化

25



独居高齢者数の推移と状況

26

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変



身寄りのない高齢者が抱える課題とつながるべき関係者・関連事業の例

27

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1を一部改変



介護保険事業計画の位置づけ・求められる機能と

2040年を見据えた計画のあり方について

（内容）

１．介護保険事業計画の目的・位置づけ

２．2040年を見据えた介護保険事業計画のあり方

３．医療計画との整合性の確保

② 国の動向（計画策定関連）

川越委員作成資料

資料４

第6回川越市介護保険事業計画等審議会

令 和 8 年 （ 2026 年 ） 2 月 10 日



１. 介護保険事業計画の目的・位置づけ

2



介護保険事業計画の位置付けと変遷（第５期以降）
（同計画は「地域包括ケアシステムの構築・深化」を推進するための計画という位置づけ）

3

出所）厚生労働省：基本方針について（参考資料）、第90回介護保険部会（2020年2月21日開催）、参考資料1-1より引用



地域包括ケアシステムとは「住み慣れた地域での暮らしの継続」を目指したもので、

「医療」「介護」「生活支援」「介護予防」「住まい」の5要素で構成される

4

⚫ 介護保険事業計画では、同システムの構成要素の機能強化（「医療・介護サービス提供体制の整備と連携強化」

「生活支援体制の整備」「介護予防・重度化防止の推進(社会参加を含む)」「住まいの確保」）と併せて、認定者の

約6割を占める認知症高齢者および家族への支援、感染症や災害時への対応策の検討などが重点テーマとなる。

重点テーマ

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（案）、

第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、資料1より引用



２. 2040年を見据えた介護保険事業計画のあり方

5



求められる市町村と都道府県が一体となった計画の推進

6

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1より引用



サービス提供体制のあり方に関する議論に当たっての観点とデータ案

7

出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1より引用

⚫ 国は、市町村に対し、「地域の実情に応じたサービス提供体制の整備の推進」を求めている（市全体および日常生活

圏域ごとの実態を踏まえた上で）。

⚫ 川越市では、現在様々な調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査など）を行っているが、

国が公表している既存データの分析、関係者へのヒアリングを並行して進めながら、審議会での検討に必要なデータを整

備する必要がある。



３. 医療計画との整合性の確保

8



在宅医療提供体制の整備や在宅医療・介護連携に関する

地域医療構想（都道府県策定）との整合性の確保

9出所）厚生労働省：介護保険制度の見直しに関する意見（参考資料）、第131回介護保険部会（2025年12月15日開催）、参考資料1より引用



川越市における介護保険の現状について

1

１．人口・世帯の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  

２．認定者・認定率の状況 ・・・・・・・・・・・・・

３．療養場所の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４．要介護（要支援）度の変化の状況 ・・・・・

５．認知症の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６．家族介護の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７．サービス需要・提供体制・利用状況等 ・・

８．介護職員の必要数の将来推計 ・・・・・・・

９．給付費の将来推計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

資料５
令 和 8 年 （ 2026 年 ） 2 月 10 日

第6回川越市介護保険事業計画等審議会

P2 

P10

P14

P17

P19
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P36

P38



１. 人口・世帯の状況

2



3

年齢階級別人口の将来推計

2025 2040 2050

(人) (％) (人) (％) (人) (％)

総数 352,805 100.0 332,288 100.0 317,348 100.0 

0-14歳 39,989 11.3 33,877 10.2 32,317 10.2 

15-64歳 217,138 61.5 191,146 57.5 173,958 54.8 

65-74歳 39,011 11.1 51,050 15.4 45,384 14.3 

75-84歳 41,288 11.7 30,660 9.2 43,609 13.7 

85歳
以上 15,379 4.4 25,555 7.7 22,080 7.0 

再掲）
40歳以上

219,462 62.2 215,656 64.9 209,221 65.9 

再掲）
65歳以上

95,678 27.1 107,265 32.3 111,073 35.0 

再掲）
75歳以上

56,667 16.1 56,215 16.9 65,689 20.7 

出所）2025年の値は1月1日現在の実績値、
2040年・2050年は川越市将来人口推計結果より（川越市政策企画課調べ）

⚫ 2025→2050年間で、15-64歳人口は年々減少していく。（専門職の確保が難しくなっていく）

⚫介護ニーズが高い85歳以上は、2025→2040年間に1.66倍に増加した後、減少に転じていく。一方、75-84歳人口は、
2040年まで減少後、増加に転じ、2050年まで増加していく。

⚫ 40歳以上人口は、ほぼ一定で推移していく。（保険料を納める人口はほぼ一定）

■ 2025→2050年の年齢階級別の人口の変化
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■ 年齢階級別の人口の伸び率の推移(2025年＝100)

参考）川越市と全国の年齢階級別人口の伸び率の比較

出所）国立社会保障・人口問題研究所：日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）

a) 川越市 b) 全国

⚫ 2025年の人口を100とした年齢階級別の人口の伸びをみると、85歳以上人口の伸び率は、「全国」142に対し、「川越市」
は183となっており、「全国」を上回っている。

⚫ 15-64歳人口の減少率は、「全国」76に対し、「川越市」は83となっており、「全国」よりも減少幅が小さくなっている。
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高齢独居・高齢夫婦の世帯の状況（国勢調査より）

出所）総務省「国勢調査」より作成

⚫国勢調査の結果からみると、2000→2020年間で、高齢独居世帯は3.2倍に、高齢夫婦の世帯は2.6倍に増加している。

⚫高齢独居の世帯の一般世帯に占める割合は、年々増加し、2020年現在で9.4％となっている。

■ 一般世帯に占める割合の推移
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出所）総務省「国勢調査」より作成

⚫国勢調査の結果からみると、2020年の高齢独居の世帯の割合は9.4％で、全国に比べ1.1ポイント、埼玉県平均に比べ

2.7ポイント低くなっている。

⚫ 2020年の高齢夫婦の世帯の割合は11.8％で、全国、埼玉県平均とほぼ同水準であった。

2000 2005 2010 2015 2020

全国 7.8 9.1 10.1 11.4 11.7

埼玉県 5.9 8.0 9.8 11.6 11.9

川越市 5.9 8.4 10.3 11.9 11.8
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■ 一般世帯に占める割合の推移の全国・埼玉県平均との比較

a) 高齢独居の世帯 b) 高齢夫婦の世帯

2000 2005 2010 2015 2020

全国 3.9 5.5 7.2 9.3 10.5
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2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

世
帯
割
合
（
％
）

全国

埼玉県

川越市

高齢独居・高齢夫婦の世帯割合の全国・埼玉県平均との比較（国勢調査より）
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性別・年齢階級別にみた「世帯員数が1人」の高齢者の割合（住民基本台帳より）

出所）川越市「住民基本台帳（2025年10月1日現在）」より作成

⚫川越市の住民基本台帳をみると、年齢階級別の人口に占める世帯員数が１人の割合(以下、独居率)は、女性では年

齢が上がるほど増加し、「85-89歳」では52.6％、「90歳以上」では62.6％であった。

⚫一方、男性の独居率は、「65-69歳」で23.8％を占めていたが、この割合は女性よりも高かった。
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■ 性別・年齢階級別の独居率
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圏域別にみた「世帯員数が1人」の高齢者の割合（男性）

出所）川越市「住民基本台帳（2025年10月1日現在）」より作成

⚫男性の年齢階級別の独居率を圏域別にみると、65-74歳では「高階」29.0％、「本庁第二」26.2％の順、75-84歳では「本

庁第二」22.8％、「高階」20.7％の順、85歳以上では「南古谷」26.9％、「大東」26.6％の順であった。

⚫ 「川鶴」は、全ての年齢階級において、最も独居率が低かった。

■ 圏域別の独居率（男性）
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圏域別にみた「世帯員数が1人」の高齢者の割合（女性）

出所）川越市「住民基本台帳（2025年10月1日現在）」より作成

■ 圏域別の独居率（女性）
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⚫女性の年齢階級別の独居率を圏域別にみると、65-74歳では「本庁第三」26.0％、「本庁第二」25.3％の順、75-84歳で

は「本庁第二」37.5％、「本庁第一」35.8％の順、85歳以上では「川鶴」60.0％、「本庁第一」59.4％の順であった。

⚫ 「芳野」は、全ての年齢階級において、最も独居率が低かった。
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２．認定者・認定率の状況
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⚫ 2020年現在の認定者数15,563人は、2030年の22,376人まで増加した後、2040年まで同水準で推移する。

⚫ 2040年以降は、75-84歳人口の増加の影響を受け、2050年まで認定者数は増加していくと見込まれる。

要介護(要支援)度別にみた認定者数の推移

出所）厚生労働省：第9期介護保険事業（支援）計画策定に向けたワークシート【総括表】より作成（2020年の値は実績値、2025年以降の値は全て推計値）
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■ 要介護（要支援）度別の認定者数の推移（第1号＋第2号被保険者）
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要介護(要支援)度別にみた認定者数の伸び率

■ 要介護（要支援）度別の認定者数の伸び率の推移

⚫ 2020年を100としたときの2030年までの認定者数の伸びを要介護(要支援)度別にみると、「要支援1」が最も高く、次い
で「要介護3」、「要介護1」の順であった。

注1.：2020年の数字は、厚生労働省「介護保険事業状況報告（各年9月末現在）に基づく実績値
注2.：2025年以降の数字は、川越市「第9期介護保険事業（支援）計画策定に向けたワークシートより引用した推計値

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

要支援1 100.0 139.5 151.7 150.2 150.7 156.2 168.1

要支援2 100.0 131.0 143.2 141.4 140.9 144.9 155.9

要介護1 100.0 135.8 147.9 146.3 146.8 152.2 164.3

要介護2 100.0 119.0 129.5 128.2 128.5 132.9 143.2

要介護3 100.0 137.4 150.0 148.3 148.2 153.2 165.3

要介護4 100.0 135.5 147.6 146.2 146.1 150.8 162.2

要介護5 100.0 124.2 135.3 134.1 134.1 138.0 148.0

100

110
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140
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180
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性別・年齢階級別にみた認定率の状況

■ 性別・年齢階級別にみた認定率の状況

出所）厚生労働省「介護保険事業状況報告」令和6年12月分、令和7年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口をもとに作成
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⚫ 川越市の認定率は80歳から急増し、85歳以上では、「男性」の45.9%、「女性」の64.8％が認定を受けていた。

⚫ これを全国と比較すると、男性では75歳以上の全ての年齢階級で、女性ではほぼ全ての年齢階級で上回っていた。

■ 性別・年齢階級別にみた全国と川越市の認定率の差異

注：ａ）川越市、ｂ）全国の認定率は、小数点第４位を四捨五入したものを％で表示している。そのため、川越市と全国の認定率の差異で表示されている数値は、実際の計算結果と一致しない場合がある。
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３．療養場所の状況
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要介護(要支援)度別にみた療養場所の状況

■ 要介護(要支援)度別 療養場所の状況（2025年1月1日現在） （対象：介護保険サービス利用者）

出所）厚生労働省「介護保険事業状況報告」令和6年12月分サービスをもとに作成

⚫ 川越市では、「要介護1・2」の約8-9割が在宅でサービスを利用しながら生活しているが、重度になるにしたがってその割合
は減少し、「要介護4」では52.2%、「要介護5」では49.3％であった。また、要介護3から特養入所者の割合が増加し、
要介護5では30.1％を占めていた。

⚫ 「要支援1」の5.1％、「要支援2」の2.0％が特定施設を利用していた。
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注：要支援1・2には総合事業のサービス受給者が含まれている。

特定施設：特定施設入居者生活介護 グループホーム：認知症対応型共同生活介護

特養：介護老人福祉施設 老健：介護老人保健施設
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要介護度別にみた療養場所別サービス受給者割合の全国との比較

出所）厚生労働省「介護保険事業状況報告」令和6年12月分をもとに作成。
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⚫ 介護サービスを受給している要介護者の療養場所を全国と比較した。その結果、川越市では、全ての要介護度において、
「在宅」「特定施設」の利用割合が高く、逆に、「グループホーム」「老健」「介護医療院」の利用割合は低かった。

■ 要介護度別 全国と川越市の療養場所別サービス受給者割合の差異
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a) 要介護1 b) 要介護2 c) 要介護3

d) 要介護4 e) 要介護5

特定施設：特定施設入居者生活介護 グループホーム：認知症対応型共同生活介護

特養：介護老人福祉施設 老健：介護老人保健施設
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４．要介護（要支援）度の変化の状況
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継続認定者の要介護(要支援)度の変化

■ 継続認定者の要介護（要支援）度の３年後の変化（上段：人数、下段：構成割合）

出所）川越市認定・給付データ（各年9月30日現在）をもとに作成

⚫ 継続認定者10,362人の3年後の要介護(要支援)度の変化をみると「軽度化」12.7％、「維持」40.0％、「重度化」
47.3％であった。重度化の状況をみると、要介護度が1～2段階上がる割合が高かった。

人数

（人）

2025年9月30日現在 3年間の要介護度の変化
合計要支援

1
要支援

2
要介護

1
要介護

2
要介護

3
要介護

4
要介護

5
軽度化 維持 重度化

20
22
年

9月
30
日
現
在

要支援1 636 305 328 171 100 84 43 - 636 1,031 1,667 

要支援2 147 533 293 217 106 94 23 147 533 733 1,413 

要介護1 81 106 1,054 626 439 324 132 187 1,054 1,521 2,762 

要介護2 24 35 237 565 411 286 117 296 565 814 1,675 

要介護3 9 15 88 118 560 373 184 230 560 557 1,347 

要介護4 9 9 44 76 143 461 249 281 461 249 991 

要介護5 1 5 13 20 40 92 336 171 336 - 507 

合計 907 1,008 2,057 1,793 1,799 1,714 1,084 1,312 4,145 4,905 10,362 

構成割合

（％）

2025年9月30日現在 3年間の要介護度の変化
合計要支援

1
要支援

2
要介護

1
要介護

2
要介護

3
要介護

4
要介護

5
軽度化 維持 重度化

20
22
年

9月
30
日
現
在

要支援1 38.2 18.3 19.7 10.3 6.0 5.0 2.6 - 38.2 61.8 100.0 

要支援2 10.4 37.7 20.7 15.4 7.5 6.7 1.6 10.4 37.7 51.9 100.0 

要介護1 2.9 3.8 38.2 22.7 15.9 11.7 4.8 6.8 38.2 55.1 100.0 

要介護2 1.4 2.1 14.1 33.7 24.5 17.1 7.0 17.7 33.7 48.6 100.0 

要介護3 0.7 1.1 6.5 8.8 41.6 27.7 13.7 17.1 41.6 41.4 100.0 

要介護4 0.9 0.9 4.4 7.7 14.4 46.5 25.1 28.4 46.5 25.1 100.0 

要介護5 0.2 1.0 2.6 3.9 7.9 18.1 66.3 33.7 66.3 - 100.0 

合計 8.8 9.7 19.9 17.3 17.4 16.5 10.5 12.7 40.0 47.3 100.0 

注：継続認定者には、死亡・転出などの理由ですでに介護保険の資格を喪失している方は含まれていない。
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５．認知症の状況
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⚫ 2025年9月30日現在の認定者数は19,246人で、うち「認知症高齢者の日常生活自立度がランクII以上の人（認知症
状のある人）」は10,894人(56.6％)であった。

出所）川越市認定データ（2025年9月30日現在）をもとに作成 20

認知症高齢者の日常生活自立度別にみた認定者数

4,266 
4,086 
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3,993 

494 

771 

23 
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2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

自立 I IIa IIb IIIa IIIb IV M

認
定
者
数
（
人
）

■認定者数 ：19,246人
■ランクⅡ以上：10,894人
■認知症状のある人の割合：56.6％

■認知症高齢者の日常生活自立度別にみた認定者数

注：本データには第2号被保険者を含む。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
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要介護（要支援）度別にみた認知症高齢者の日常生活自立度の分布状況

⚫ 認知症状のある人の割合を要介護(要支援)度別にみると、要支援１・２では1割未満であったのに対し、要介護1では

約6割、要介護2では約7割、要介護3以上では8割以上であった。

■要介護（要支援）度別にみた認知症高齢者の日常生活自立度の分布状況

総数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

ランクⅡ以上の割合（％） 56.6 7.8 9.8 58.3 71.2 81.7 81.9 89.8

59.4 
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17.9 
12.7 

7.4 8.0 5.2 

32.8 
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23.8 

16.1 

10.9 10.1 
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70%
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100%

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

割
合
（
％
）

M

Ⅳ

Ⅲb

Ⅲa

Ⅱb

Ⅱa

Ⅰ

自立

出所）川越市認定データ（2025年9月30日現在）をもとに作成
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性別・年齢階級別にみた要支援・要介護認定者の認知症状のある人の割合

注：認知症状のある人とは、要支援・要介護認定を受けた人のうち、認知症高齢者の日常生活自立度がランクII以上であった人のこと。

⚫ 2025年9月30日現在の65歳以上の要支援・要介護認定者の認知症状のある人の割合は、11.1％ (男性8.5％、女性
13.3％)であった。

⚫ 80歳以降の認知症状のある人の割合は急激に上昇していた。なお、その傾向は女性で多くみられた。

■ 性別・年齢階級別にみた認知症状のある人の割合

出所）川越市の人口データ（2025年9月30日現在）、要介護認定データ（2025年9月30日現在）をもとに作成
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認知症状のある人の割合

• 65歳以上：11.1％
• 75歳以上：16.7％
• 85歳以上：32.1％
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⚫ 2025年9月30日現在の認知症状のある人の数(10,894人)は、2040年に14,824人(36.1%増)まで増加した後、2045年ま
で減少。その後再び増加し、2050年に15,336人(40.8％増)になると推計された。

⚫ 要支援・要介護認定者で認知症状のある人のうち、85歳以上の割合は、2025年の48.0％から2050年には57.9％に達
すると見込まれる。

要支援・要介護認定者の認知症状のある人数の将来推計

注.：川越市の人口データ（2025年9月30日現在）、要介護認定データ（2025年9月30日現在）をもとに作成した性別年齢階級別にみた認知症状のある人の割合に、国立社会保障・人口問題研究
所の地域別将来推計人口（令和5年推計）を掛けて算出した。

■ 年齢階級別にみた要支援・要介護認定者の認知症状のある人の将来推計

223 217 208 193 185 182 

291 346 406 
467 397 349 680 630 708 834 958 817 
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６．家族介護の状況
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性別・認知症状の有無別にみた主な介護者の年齢分布

⚫ 認知症状のある人の主な介護者の年齢分布をみると、男性では「70-80代」が45.0％、女性では「50-60代」が58.0％を
占めていた。主な介護者の年齢から、男性は配偶者が、女性は子どもやその配偶者が主介護を担っていると推察された。

⚫ 認知症状のない人の主な介護者の年齢分布をみると、男性では「80代」が最も多く、次いで「50代」であった。女性では、
認知症状のある人と同様、「50-60代」が53.6％を占めていた。

■ 主な介護者の年齢分布
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認知症状のない
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出所）川越市：在宅介護実態調査（2025年度実施分）をもとに作成
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性別・認知症状の有無別にみた主な介護者の介護内容
⚫ 認知症状のある人への介護内容をみると、男女とも「家事」「金銭管理・諸手続き」「外出付き添い・送迎」の順であった。

⚫ 認知症状のない人への介護内容をみると、男性では「家事」「金銭管理・諸手続き」「食事の準備」の順、女性では「家事」
「外出付き添い・送迎」「金銭管理・諸手続き」の順であった。

⚫ 認知症状のある人と認知症状のない人に対する主な介護者の介護内容を比較したところ、男女ともに最も差が大きかった
のは「認知症状への対応」であり、2番目は「服薬」であった。また、3番目は男性が「衣服の着脱」、女性が「金銭管理・諸手
続き」という結果となった。

■ 主な介護者の介護内容（複数回答）

出所）川越市：在宅介護実態調査（2025年度実施分）をもとに作成
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b) 認知症状のない男性
(n=111）
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c) 認知症状のある女性
(n=195）

%%% %%% %%% %%%
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性別・認知症状の有無別にみた主な介護者が「不安に感じる」介護内容
⚫ 主な介護者が介護を続けていくにあたり将来的に不安に感じる介護内容をみると、認知症状のある人では、男女とも「認知症状

への対応」「日中の排泄」「夜間の排泄」の順であった。一方、認知症状のない人の場合、男性では「外出の付添・送迎」「日中

の排泄」「夜間の排泄」の順、女性では「外出の付添・送迎」「入浴・洗身」「特にない」の順であった。（「主な介護者に確認しな

いとわからない」の回答は除く）

⚫ 認知症状のある人と認知症状のない人に対する主な介護者が不安に感じる介護内容を比較したところ、男女ともに最も差が大

きかったのは「認知症状への対応」であり、2番目は「日中の排泄」であった。また、3番目は男性が「医療面での対応」、女性が
「夜間の排泄」という結果となった。

■ 主な介護者が将来的に「不安に感じる」介護内容（複数回答）

出所）川越市：在宅介護実態調査（2025年度実施分）をもとに作成
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(n=131）
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%%% %%% %%% %%%
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性別・認知症状の有無別にみた施設入所の検討状況
⚫ 施設入所について、検討中・申込済の割合を全体でみると、認知症状のない人では、「男性」12.6％、「女性」13.8％に

対し、認知症状のある人では、「男性」35.9％、「女性」31.8％と、認知症状のある人の検討中・申込済の割合が高かっ
た。

⚫ これを要介護度別にみると、要支援1・2の「認知症状のある女性」の25.9％が、要介護1・2の「認知症状のある男性」の
39.8％、「認知症状のある女性」の33.3％が施設入所を検討中または申し込みをしていた。また、要介護3以上では、
「認知症状のない女性」の25.0％が施設を申し込んでいた。

出所）川越市：在宅介護実態調査（2025年度実施分）をもとに作成

■ 施設入所を「検討している」「申込済」の割合
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c) 要介護1・2(n=311)
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d) 要介護3以上(n=84)

注：ここでいう施設とは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設（有料老人ホーム等）、グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特別養護老人ホームのこと
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７．サービス需要・提供体制・利用状況等
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⚫医療需要は、全国では2030年をピークに減少するのに対し、川越市では2050年まで緩やかに増加し続ける。

⚫介護需要も、2030年まで25％増加後、2040年までほぼ同水準で推移。その後、2040年から2050年にかけて介護需要
が再び増加していく。

医療介護需要の予測

出所）日本医師会：地域医療情報システムより引用

■ 医療介護需要の予測

医療介護需要予測：各年の需要量を以下で計算し、2020年の国勢調査に基づく需要量＝100として指数化

・各年の医療需要量＝～14歳×0.6＋15～39歳×0.4＋40～64歳×1.0＋65～74歳×2.3＋75歳～×3.9

・各年の介護需要量＝40～64歳×1.0＋65～74歳×9.7＋75歳～×87.3
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サービス提供体制の現状（医療機関数及び病床数）
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出所）日本医師会：地域医療情報システムより引用

⚫ 人口10万人当たりの医療機関数をみると、全国に比べ、病院数は多く、一般診療所、歯科診療所、調剤薬局は少な
かった。

⚫ 人口10万人当たりの病院病床数をみると、一般病床は少なく、他方、精神病床と療養病床は全国よりも多かった。

■ 人口10万人当たりの医療機関数 ■ 人口10万人当たりの病床数
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⚫ 2025年3月30日現在の介護サービス受給者数は13,307人で、内訳は、「在宅」9,662人(72.6%)、「居住系」1,293人
(9.7%)、「施設」2,352人(17.7%)であった。

⚫ これを2015年と比較すると、「在宅」1.40倍、「居住系」2.05倍、「施設」1.26倍と、居住系受給者数の伸び率が最も高
かった。

出所）厚生労働省：地域包括ケア「見える化」システムのデータより作成（各年3月末現在の実績値）
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■ 在宅・居住系・施設別にみたサービス受給者数の推移（各年3月末現在）
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注： ここでいう施設とは、特養(地域密着型含む)、老健、介護療養型医療施設、介護医療院、居住系は、特定施設(地域密着型を含む)、認知症グループホームのこと。

介護サービス受給者数の推移（在宅・居住系・施設の３区分）
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「量的にみて不足している」と思うサービス
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出所）川越市：居宅介護支援事業所実態調査（2025年実施分）より作成

⚫ ケアマネジャーが「量的に不足している」と思うサービスは、「訪問介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「訪問入
浴介護」の順であった。

■ 量的に不足していると思うサービス総数 総数(n=74）
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⚫ 2025年現在の利用者数をみると、「通所介護」が3,798人と最も多く、次いで「居宅療養管理指導」3,166人、「訪問介
護」2,642人の順であった。

⚫ これを2040年の推計値と比較すると、伸び率は「特養」1.16倍、「老健」1.14倍、「小規模多機能」1.12倍の順、利用者
数の増加数は「特養」247人、「通所介護」234人、 「居宅療養管理指導」180人の順であった。

■ サービス種類別にみた現在および将来の利用者数

出所）厚生労働省：第9期介護保険事業（支援）計画策定に向けたワークシート【総括表】より作成（値は全て推計値）
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８．介護職員の必要数の将来推計
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⚫厚生労働省の「介護人材需給推計ワークシート」に、第9期介護保険事業計画策定に向けたワークシート【総括表】の
サービス別利用者数の将来推計データを入力し、介護職員の必要数の将来推計を行った。なお、利用者100人当たり
の介護職員数（配置率）は、市町村データがないため、全国の数字を用いた。

⚫ その結果、介護職員の必要数は2030年にかけて増加し、その後横ばい傾向となるが、2040年以降は再び増加し、
2050年までに782人(14.0％増)が必要であると見込まれた。これを3区分別にみると、「入所系」483人(18.5%)、「訪問
系」143人(9.6%)、「通所系」156人(10.6%)を増やす必要があると推計された。

介護職員の必要数の将来推計

■ 介護職員の必要数の将来推計
（利用者100人当たり介護職員数(配置率)を全国と同じと仮定した場合の自然体推計）
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注.介護職員の必要数は、介護サービス事業所および施設に従事する介護職員の必要数。地域支援事業の総合事業の「訪問介護相当」「通所介護相当」の必要数を含む。

出所）厚生労働省の「介護人材需給推計ワークシート」をもとに作成
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９．給付費の将来推計
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⚫ 2025年の総給付費は274.9億円で、内訳は「在宅」159.0億円(57.8%)、「居住系」33.4億円(12.2%)、「施設」82.5億
円(30.0%)であった。

⚫総給付費は2030年にかけて増加、その後横ばいとなるが、2040年以降は再び増加し、2050年には334億円になると見
込まれている。

■ 総給付費の将来推計
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出所）厚生労働省：第9期介護保険事業（支援）計画策定に向けたワークシート【総括表】より作成（値は全て推計値）

総給付費の将来推計



 

第 10期計画策定に向けた審議会スケジュール（案） 

報告事項及び議事等 国の動向 

第 6回 

R8.2.10 

・川越市の介護保険を巡る状況 

・国の動向（重点テーマ）の共有 

  

第 7回 

R8.5 

・諮問 

・第9期計画（令和７年度）の進捗状況 

・国からの基本指針（案） 

・第１０期計画の施策体系 

・重点テーマ①「介護予防」 

「生活支援」 

第 8回 

R8.7 

・重点テーマ②「認知症施策」 

「在宅医療・介護連携」 

第 9回 

R8.8 

・重点テーマ③「サービス提供体制」 

「介護人材」 

・第１０期計画の介護サービス基盤整備 

（在宅サービス、居住系サービス、施設系サービス） 

第 10回 

R8.9 

・その他のテーマ「災害・地域づくり」 

・重点テーマ①～③の意見の整理 

・第１０期計画（素案） 

第 11回 

R8.10 
・第１０期計画（原案）  

第 12回 

R8.11 

・第１０期計画（原案） 

・介護サービスの見込量及び保険料（概算） 

 

第 13回 

R9.1 

・第１０期計画（最終案）の検討 

・介護サービスの見込量及び保険料(概算)の変更点 

・パブリック・コメントの結果 

・答申（案） 

 

 

※１ ・・・ 社会保障審議会介護保険部会 

※２ ・・・ 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 

【介護保険部会 ※１】 

介護保険制度の見直しに

関する意見 
（令和7年１２月 15日公表） 

【介護保険部会】 

記載を充実する事項（案） 

基本指針の構成 
（前回は令和５年２月公表） 

【担当課長会議 ※2】 

第 10期計画に関する基本

的な考え方 
 

【医療介護総合確保促進会議】 

総合確保方針 
 
（前回は令和5年3月公表） 

【介護保険部会、担当課長会議】 

基本指針（案） 
（前回は令和5年7月公表） 

 

基本指針の公表 
（前回は令和6年 1月公表） 

Ｒ8.11 医療介護フォーラム 


	次第
	第５回川越市介護保険事業計画等審議会について
	【資料１】第５回川越市介護保険事業計画等審議会会議要旨
	【資料２】第１０期計画策定に向けた各調査の回収率等について

	すこやかプラン・川越 第１０期計画策定に向けて
	①国の動向 について（介護保険制度の見直し）
	①国の動向 について（計画策定関連）
	② 川越市における介護保険の現状について
	③ 今後のスケジュールについて


